
 
 

ＩＰＭ指導者認証制度事業 

資格称号および認定ロゴに関する使用ガイドライン 

 

 

一般社団法人全国農業改良普及支援協会認定資格である「ＩＰＭアドバイザー」の資格保

有の証明として、資格保有者は本ガイドラインに沿って「ＩＰＭアドバイザー」の資格称号

および認定ロゴマーク（以下、認定ロゴ）を使用できる。 

 

１．使用者 

ＩＰＭアドバイザーの資格保有者（認定期間中の者） 

 

２．使用条件 

・資格称号および認定ロゴは、名刺、Web サイト、ＩＰＭ指導資料など、資格保有者個人が

ＩＰＭアドバイザーの活動で使用する対象物に限り使用することができる 

・資格称号および認定ロゴが使用される対象物には、資格保有者を特定できる情報（登録番

号、氏名等）を明記すること 

・一般社団法人全国農業改良普及支援協会は、資格称号および認定ロゴの不適切な使用を認

めた場合に、その使用の中止を求めることができる 

・認定ロゴは、大きさ以外は一切改変しないこと 

 

３．使用称号 

・使用する資格称号は「ＩＰＭアドバイザー」とする 

 

４．使用ロゴ 

・使用する認定ロゴの画像データは一般社団法人全国農業改良普及支援協会の Web サイト

で入手できる 

  

「ＩＰＭアドバイザー」認定ロゴ（商標登録番号：第 6441788 号） 

 

５．権利帰属 

・資格称号および認定ロゴに関する一切の権利（商標権、著作権等）は、すべて一般社団法

人全国農業改良普及支援協会に帰属する 


